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件名：【新型コロナウイルス】マスクの着用義務について 

●６月２６日から、公道、屋外のスペースで１．５ｍの対人距離を保てる場合、マスクの着用

義務が解除されることとなりました。 

●その他の各州の規制やワクチン接種の状況については、以下のＨＰリンクをご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html 

 

●〇●〇●新規事項●〇●〇● 

１ マスクの着用義務について 

６月２５日、スペイン政府は、３月３０日に官報に掲載された「衛生措置に関する法律」の

改正に関する政令法を官報に掲載しましたところ、改正後の規定の概要は以下のとおりです。 

 今次改正により、これまで公道、屋外のスペースでのマスク着用が義務付けられていました

が、公道、屋外のスペースで１．５ｍの対人距離を保てる場合、マスク着用義務が解除される

こととなりました。今次改正は、６月２６日に発効します。 

 

（改正後の規定概要） 

（１） 以下の場合、６歳以上の者はマスクの着用義務を有する。 

（ア）公共の利用に供される屋内空間。 

（イ）公道、屋外のスペースで、同居人を除き、人と人との間に１．５ｍの距離を保つことが

できない場合。 

（ウ）航空及び海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場合（駅やホームも含

む）。公用もしくは私用の運転手を含む９人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する

場合。ただし、船舶に関しては、船室においては、１．５ｍの距離を保つことができる場合、

マスクの使用は必要ない。 

（エ）大規模な屋外イベントで、立ち見の場合、又は、同居人を除き、席の間隔が１．５ｍの

距離を保つことができない場合。 

 

（２）以下の場合は、６歳以上の者のマスク着用義務の例外とする。 

（ア）病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合。障害

等により、マスクの着脱を自主的に判断出来ない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる

場合。 

（イ）マスクの着用と特定の行為の並行が不可能な場合（当館注：飲食時等）。 

（ウ）高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及び施設において、当該施設

の利用者及び従事者の８０％がコロナワクチンの接種を完了している場合。ただし、外部から

の訪問者及び従事者は除く。 

 

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html


（３）屋外及び屋内スペースへの受刑者の移動を有する刑務所でのマスクの使用は、刑務所当

局による規定に従う。 

 

（４）個別包装されていないサージカルマスクの販売は、製品の品質を保護する適切な衛生環

境を有する薬局のみで可能。 

  

２ スペイン国内における各州の規制及びワクチン接種状況について 

 現在の各州における規制及びワクチン接種状況については、以下のＨＰリンクをご参照くだ

さい。 

 https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html 

 

３ スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について 

スペインにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生状況等については、以下

のスペイン保健省 HP をご参照ください。 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov

-China/situacionActual.htm 
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